
令和７年度 名古屋市教育委員会 報告第 20 号 

 

 

給特法改正に伴う「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定について 

 
１ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律（給特法改正）の趣旨 

 教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方

改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るた

め、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付

け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手

当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずるもの。 

令和 7 年 6 月 18 日に公布。教員の処遇改善を除き令和 8 年 4 月 1 日から施行予定。 

 

２ 給特法改正における「学校における働き方改革の一層の推進」について 

給特法の改正に伴い、令和 7 年 9 月 25 日に「公立学校の教育職員の業務量の適切な管

理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るた

めに講ずべき措置に関する指針」が改正され、教育委員会に対し、教員の業務量の適切な管

理と健康・福祉を確保するための措置（業務量管理・健康確保措置）を実施するための計画

（業務量管理・健康確保措置実施計画。以下「計画」という。）の策定・公表、計画の実施状況

の公表を義務付けられるとともに、計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報

告が義務付けられた。 
 
３ 本市における「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定及び進行管理について 

○「名古屋市学校における働き方改革プラン」を給特法に定める「業務量管理・健康確保措置

実施計画」と位置づける。 
○改正指針における政府目標は、働き方改革プランの毎年度の進行管理の中で、成果指標と

合わせて達成状況を確認する。 
○働き方改革プランの目標を達成するため、現在取り組んでいる取組の内容をさらに充実させ

ていく。 
 
４ スケジュール 

時期 内容 

令和 8年 3月 
○「名古屋市学校における働き方改革プラン」を「業務量管理・

健康確保措置実施計画」とする。 

令和 8年 10 月以降 
○総合教育会議への報告 

（業務量管理・健康確保措置実施計画の内容及び実施状況） 

 

 

（令和 8年 3月 26 日提出 新しい学校づくり推進部新しい学校づくり推進課） 



     

 

    

    

    

    

    

    

            

   

   

  

  

  

  

  



    

    
  

  
 

 
  

  

    
  

       
  

    
  

 

      



   



          
                              

                                                              
                         


